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支部保険者機能強化予算（案）の概要 

≪平成31年度からの支部の予算体系≫ 

 医療費適正化等の保険者機能を発揮するべきとの支部評議会でのご意見も踏まえ、平成31年度から支部の予算について、新たな予算

体系へと変更する。 

 平成31年度からは、特別計上関係予算については廃止し、①基礎的業務関係予算、②支部医療費適正化等予算、③支部保健事業予

算の予算体系へと変更する。 

 このうち、②及び③の予算については、「支部保険者機能強化予算」として、予算の枠組みとしては一本化するなど支部が扱いやすいものとし

た上で、協会の将来的な医療費の節減につなげていくことを目的に、支部の予算額についても拡充する。 

 

予算枠 

③支部保健事業予算 ②支部医療費適正化等予算 ①基礎的業
務関係予算 

 
医療費適正化対策 

 
 
 

広報・意見発信 
 
 
 
 

全体予算枠 （8億円程度） 

全体予算枠について、 
支部毎に配分。 

全体予算枠 （40億円程度） 企画・サービス向上関係経費 保健事業経費 

全体予算枠について、 
支部毎に配分。 
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支部保険者機能強化予算 

 

健診関係 
 

保健指導関係 

 
重症化予防対策 

 
 

その他 
（コラボヘルス等） 
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